
大阪府新型コロナウイルス感染症対応（概要）
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大阪府健康医療部作成
「保健・医療分野における新型コロナウイルス感染症への対応についての検証報
告書～今後の感染症によるパンデミックに向けて～」
（令和4年12月27日（令和５年６月19日一部改定））より抜粋
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●ワクチン接種推進体制の整備

大阪府の保健・医療分野における新型コロナウイルス感染症の対応（第一波～第八波）

感
染
の
波
の
主
な
特
徴

【第一波(R2.1.29～6.13)】
■未知の感染症への脅威
■人との接触削減
（７～８割）の徹底

★１度目の緊急事態措置

【第二波(R2.6.14～10.9)】
■夜の街での感染拡大
■感染拡大抑制と社会経
済活動との両立
（感染リスクの高い「場」への
対策）

【第三波(R2.10.10～R3.2.28)】

■秋・年末年始の感染拡大
■検査需要への対応
■院内・施設クラスター増加

★２度目の緊急事態措置
★１度目の医療非常事態宣言

【第四波(R3.3.1～6.20)】
■アルファ株による感染拡大
■重症者の急増

★１度目のまん延防止等重点
措置

★３度目の緊急事態措置
★２度目の医療非常事態
宣言

【第五波(R3.6.21～12.16)】
■デルタ株による感染急拡大
■ワクチンと早期治療の推進
■50代以下の重症者の増加

★２度目のまん延防止等重点
措置

★４度目の緊急事態措置

感
染
対
策

検
査
体
制

保
健
所
業
務
等

医
療
療
養
体
制

●医療機関等へ備蓄物資供給
物
資

検査体制・病床の確保

ワクチン接種の推進

自宅療養者への支援強化 高齢患者への支援強化

●追加接種の推進（３回目・４回目・令和四年秋開始接種）●医療従事者等優先接種及び初回接種の推進

【第六波(R3.12.17～R4.6.24)】
■オミクロン株による大規模感染
■院内・施設クラスター急増
■高齢者の死亡例多数確認
■経口治療薬の普及

★３度目のまん延防止等重点
措置

★３度目の医療非常事態宣言

【第七波(R4.6.25～9.26)】
■オミクロン株による大規模感染
■院内・施設クラスター急増
■行動制限を最小限に抑えた
感染拡大の抑制

★４度目の医療非常事態宣言

●本部会議設置など初動体制
の整備

●緊急事態措置による外出
自粛・休業（校）要請

●まん防・緊急事態措置適用 ●まん防適用 ●重症化リスクのある方への重点化
・高齢者等のみ対象とした外出
自粛や高齢者施設の面会自粛の
要請

●帰国者・接触者外来での
検体採取と地衛研等での
検査体制の整備

●変異株スクリーニング検査
体制の強化

●抗原定性検査キットの配付

●無料検査開始
●診療・検査医療機関の公表
●高齢者施設等の定期検査
体制強化

●診療・検査医療機関の拡充
●支援金制度による日曜・祝日
開設医療機関の拡充

●若年軽症者向け無料検査センター
開設や薬局での抗原定性検査キッ
ト配布（発熱外来ひっ迫時）

●患者情報一元化
●帰国者・接触者相談センター
設置、診断まで対応

●積極的疫学調査の徹底
クラスター対策（医療機関）

●保健所業務の重点化
・ファーストタッチ対象者等重点化
・診療・検査医療機関のHER-
SYS入力促進
・事務処理センターの体制拡充

●入院対象の重点化
●緊急避難的確保病床や高齢者
リハビリ・ケア病床の運用
自院での病床備えの働きかけ

●高齢者医療介護臨時センター運用
●夜間・休日専用オンライン診療受付
センターの設置等自宅療養体制強化

●感染症指定医療機関以外
での病床確保、設備等支援

●帰国者・接触者外来拡充
●府への入院調整一元化
●自宅・宿泊療養開始
●専門病院の運営
●トリアージ病院の指定

●入院対象の重点化
●フェーズ５の病床数以上の受入要請
●大規模医療・療養センターの運営
●病病連携による入院調整
●転退院支援強化
●宿泊・自宅療養体制の強化
●高齢者施設治療支援体制強化
●自院患者の治療継続要請

●入院対象の重点化
●医療機能分化の推進、災害級非
常事態に備えた病床確保

●重症センター、専門病院の運営
●転退院支援強化
●医療機関への更なる支援強化
●宿泊・自宅療養体制の強化
●診療型宿泊療養施設の運用開始

ワク
チン

災害級非常事態に向けた医療確保 医療へのアクセス確保・オール医療体制づくり

●府民による「備え」と「対策」の働きかけ
●季節性インフルエンザ同時流行への備え

●検査キット配布センターの設置
●診療・検査医療機関に新たな指定
区分（準A型）創設

●臨時発熱外来の整備
●小児への検査キット無償配布

●発生届出対象者を4類型に限定
（全数届出見直し）
●ファーストタッチ対象者の重点化
●発生届出対象外患者に対する「プッシュ
型」から「プル型」（患者からのアプロー
チ）への転換

●重症病床に代わる軽症中等症病床の
確保

●病病連携による入院調整の更なる推進
●診療型宿泊療養施設に介護支援等機
能付加

●陽性者登録センターの設置を通した自
宅療養者への支援継続

●大阪コロナオンライン診療・往診センター
の運用開始

【第八波(R4.9.27～R5.5.8)】
■全数届出見直し(R4.9.26)

■医療機関、高齢者施設等、
府民が各自「備え」「対策」を
実施

■自己検査の普及
■季節性インフル同時流行

●夜の街対策
●感染リスクの高い「場」への対策
（地域・対象を絞った対策）

●検査場の設置や保健所を介さず
診療所から直接受診調整可能
な仕組みの構築

●医療機関での検査体制整備
支援

●濃厚接触者・検疫フォローアップ
センター設置による保健所支援

●外部人材等配置（以降継続）
●クラスター対策の強化
（医療機関、高齢者施設等）

●病床・宿泊療養施設確保計画
策定（以降、随時見直し）

●病床確保要請
●医療機関への支援強化
●宿泊療養施設の拡充
（以降、継続して実施）

５
類
感
染
症
へ
移
行

5/8

※第七波は、全数届出がなされていた９月25日までの、第八波は、感染症法上の位置づけ変更前の５月７日までの新規陽性者数を公表した日までとする

●検査体制整備計画策定
（以降、随時改定）
●診療・検査医療機関指定
●高齢者施設等の定期検査体制
整備

●変異株スクリーニング検査導入

●保健所業務の重点化・一元化等
・検査調整センター設置
・疫学調査の重点化や重症化リスク
の低い陽性者の健康観察受動化
・全所体制

●秋の感染拡大に対する飲食店
等への時短要請

●年末年始の感染拡大に対する
緊急事態措置

●入院・療養対象の明確化
●病床確保要請（重症中心）
●大阪コロナ重症センター運用開始
●自宅・宿泊療養体制の強化
●転退院促進

●緊急事態措置
（大規模商業施設等への休業
要請）

●感染に強い飲食の場づくり

●変異株スクリーニング検査体制の
強化

●ゲノム解析体制の構築
●高齢者施設検査体制強化

●保健所業務の重点化・一元化等
・休日・夜間における症状憎悪時
の相談・往診体制の整備
・外部人材の養成と配置

●病床確保に向けた緊急要請等
●軽症中等症病床での重症患者
治療継続

●治療サポートチーム設置
●看護師派遣人材バンク運用開始
●入院患者待機ステーション設置
●転退院支援強化
●宿泊・自宅療養体制の強化

●保健・医療提供体制確保計画
策定

●保健所業務の重点化・一元化等
・感染規模に応じた業務重点化
・訪問看護による健康観察体制
整備
・自宅待機SOSの運営

●保健所業務の重点化・一元化等
・ファーストタッチ対象者等重点化
・診療・検査医療機関での患者対応
やHER-SYS入力促進
・事務処理、配食・パルスセンター設置

●高齢者施設対策の強化

Withコロナ体制への転換



感染・療養状況
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判明日

感染経路確認 感染経路不明

◆ 1月29日に府内で初の感染者確認。2月下旬にライブハウス関係のクラスター（2月下旬～3月上旬）が発生
（３月19日収束宣言）。
３月に入り、感染経路が明らかではない患者が散発的に発生。
また、春休みに伴う海外往来が増加し、３月中旬から下旬にかけて海外由来の感染拡大が増加。
加えて、３月中下旬から、接待を伴う飲食店の関係者・滞在歴のある者及びその濃厚接触者等の陽性者が複数確認。
４月以降、医療機関クラスター等も含めた複数のクラスターが発生。

第一波 新規陽性者数の推移

２
月
20
日

府
主
催
イ
ベ
ン
ト
中
止
・延
期

３
月
31
日

夜
の
飲
食
店
等
へ
の
外
出
自
粛
を

呼
び
か
け

４
月
1
日

夜
の
街
ク
ラ
ス
タ
ー
発
表

４
月
7
日

緊
急
事
態
措
置
適
用

（府
民
へ
の
外
出
自
粛
要
請
等
）

４
月
14
日

緊
急
事
態
措
置
の
強
化

（施
設
へ
の
休
業
要
請
、
飲
食
店
等
へ
の

時
短
要
請
（20
時
ま
で
））

３
月
19
日

ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
ク
ラ
ス
タ
ー
収
束
宣
言

４
月
４
日

週
末
外
出
自
粛
・花
見
自
粛
を

呼
び
か
け

５
月
16
日

要
請
内
容
の
緩
和

（ク
ラ
ス
タ
ー
発
生
施
設
等
へ
の
休
業

要
請
や
飲
食
店
等
へ
の
時
短
要
請

（22
時
ま
で
））

３
月
24
日

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
延
期

決
定

５
月
22
日

緊
急
事
態
措
置
解
除

２
月
29
日

府
有
施
設
（不
特
定
多
数
の
方
が
集
ま

る
屋
内
集
客
施
設
）の
原
則
休
館

ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
ク
ラ
ス
タ
ー
可
能
性

発
表

３
月
２
日

府
立
学
校
臨
時
休
業
措
置

（市
教
委
及
び
私
立
学
校
園
に
も
要
請
）

３
月
20
日

3
連
休
の
兵
庫
県
と
の
往
来
、

不
要
不
急
の
外
出
自
粛
を
呼
び
か
け

３
月
28
日

週
末
の
不
要
不
急
の
外
出
自
粛
を

呼
び
か
け

４
月
３
日

全
て
の
国
と
地
域
に
対
し
、
検
疫
を
強
化 4

（人）

５
月
14
日

緑
信
号
点
灯
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感染経路確認 感染経路不明

◆ 東京都（新宿由来）の感染拡大から、大阪府をはじめ各地域に感染が伝播。
◆ ６月中旬以降、20代の若者を中心として夜の街の関係者及び滞在歴がある人の感染が拡大。
７月以降、幅広い年代層で、接待を伴う店だけではなく、居酒屋・飲食店の滞在歴のある人の感染が急速に拡大。
感染拡大期の陽性者に占める夜の街関係者・滞在歴がある人の割合は、３割程度に及んだ。

◆ ７月以降、医療機関に加え、高齢者施設でクラスターが多く発生。

第二波 新規陽性者数の推移

９
月
１
日

多
人
数
で
の
宴
会
等
自
粛
要
請
等

（～
10
月
９
日
）

7
月
16
日

ミ
ナ
ミ
検
査
場
の
設
置
・街
頭
啓
発
等

7
月
９
日

20
代
を
中
心
と
す
る
府
民
へ
の
注
意

喚
起

7
月
22
日

G
o

 T
o

 

ト
ラ
ベ
ル
開
始

連
休
中
の
感
染
拡
大
防
止
の
取
組
み

の
お
願
い

7
月
12
日

黄
色
信
号
点
灯

20
代
を
中
心
と
す
る
府
民
へ
の
注
意

喚
起

８
月
６
日
～
20
日

ミ
ナ
ミ
地
区
の
一
部
へ
の

施
設
休
業
等
の
要
請

８
月
21
日

高
齢
者
や
そ
の
家
族
、
高
齢
者
施
設

等
従
業
員
へ
の
注
意
喚
起
、
施
設
等
へ

の
感
染
防
止
対
策
の
徹
底
等
の
要
請

等

８
月
１
日
～
31
日

５
人
以
上
の
宴
会
等
自
粛

要
請
等

９
月
19
日

イ
ベ
ン
ト
開
催
制
限
の
緩
和

９
月
17
日

少
人
数
利
用
・飲
食
店
応
援
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
開
始

10
月
１
日

G
o

 T
o

 E
a
t

開
始
、

G
o

 T
o

 

ト
ラ
ベ
ル
東
京
発
着
追
加 5

（人）

判明日
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判明日

感染経路確認 感染経路不明

◆ 10月中旬から全年代で同時に感染が拡大。高齢者施設や医療機関ではクラスターが多く発生。
感染拡大に伴い、医療提供体制がひっ迫したことから、大阪モデルに基づき、１２月３日に赤信号を点灯、「医療非常
事態宣言」を発出。

◆ 20・30代の若者を中心に年始から感染が再拡大し、１月14日から２度目の緊急事態措置が適用（３月１日解除）。

第三波 新規陽性者数の推移

10
月
10
日

３
密
で
唾
液
が
飛
び
交
う
環
境
自
粛

要
請
等

10
月
14
日

G
o

 T
o

 E
a
t O

s
a
k
a
 

食
事
券
引
換
開
始

11
月
1
日

入
国
制
限
緩
和

11
月
21
日

５
人
以
上
、
２
時
間
以
上
の
宴
会
・飲
み
会

自
粛
や
高
齢
者
・基
礎
疾
患
の
あ
る
方
等
の

不
要
急
の
外
出
自
粛
要
請
等

11
月
27
日

大
阪
市
北
区
・中
央
区
の
飲
食
店
等
へ
の
時
短

要
請
（21
時
ま
で
）

大
阪
市
に
居
住
す
る
方
のG
o

T
o

ト
ラ
ベ
ル
の

利
用
自
粛
要
請

G
o

 T
o

 E
a
t

食
事
券
の
新
規
発
行
の
一
時
停
止

11
月
12
日

「静
か
に
飲
食
」「マ
ス
ク
の
徹
底
」要
請
等

12
月
３
日

赤
信
号
点
灯
（医
療
非
常
事
態
宣
言
）

12
月
4
日

府
民
へ
の
出
来
る
限
り
不
要
不
急
の
外
出
自

粛
要
請

12
月
16
日

府
民
へ
の
不
要
不
急
の
外
出
自
粛
要
請

大
阪
市
全
域
の
飲
食
店
等
へ
の
時
短
要
請

（21
時
ま
で
）等

11
月
24
日

大
阪
市
を
目
的
地
と
す
る
旅
行
のG

o
T

o

ト
ラ

ベ
ル
の
適
用
一
時
停
止

１
月
14
日

緊
急
事
態
措
置
適
用

府
民
へ
の
不
要
不
急
の
外
出
自
粛
要
請

大
阪
府
全
域
の
飲
食
店
及
び
遊
興
施
設
の
時

短
要
請
（20
時
ま
で
）等

１
月
９
日

緊
急
事
態
措
置
適
用
要
請

12
月
26
日

全
て
の
国
・地
域
か
ら
の
外
国
人
入
国
拒
否

２
月
23
日

緊
急
事
態
措
置
解
除
要
請

11
月
25
日

G
o

T
o

 E
a
t

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、
府
少
人
数
・

飲
食
店
応
援
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
業
付
与
ポ
イ

ン
ト
利
用
停
止

6

（人）
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感染経路確認 感染経路不明

◆ ３月中旬から、緊急事態措置解除によるリバウンドと、恒例行事による感染機会の増加、アルファ株への置き換わり等を
背景として、感染が急拡大。

第四波 新規陽性者数の推移

３
月
１
日

緊
急
事
態
措
置
解
除

黄
信
号
点
灯

４
人
以
下
で
の
マ
ス
ク
会
食
の
徹
底

府
民
へ
の
不
要
不
急
の
外
出
自
粛
や
歓
送
迎
会
・謝
恩

会
・宴
会
伴
う
花
見
の
自
粛
要
請

大
阪
市
全
域
の
飲
食
店
等
へ
の
時
短
要
請

（21
時
ま
で
）等

３
月
31
日

ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
要
請

４
月
１
日

府
全
域
の
飲
食
店
等
へ
の
時
短
要
請
（21
時
ま
で
）等

４
月
５
日

ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
適
用

重
点
措
置
を
講
じ
る
べ
き
区
域
（大
阪
市
）で
の

飲
食
店
等
へ
の
時
短
要
請
（20
時
ま
で
）

※

市
外
は
21
時
ま
で
要
請

市
内
・府
外
と
の
外
出
・移
動
自
粛
要
請
等

４
月
７
日

赤
信
号
点
灯
（医
療
非
常
事
態
宣
言
）

４
月
８
日

不
要
不
急
の
外
出
移
動
自
粛
要
請

４
月
15
日

大
学
等
で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
実
施
や

学
校
で
の
部
活
動
休
止
要
請

４
月
20
日

緊
急
事
態
措
置
適
用
要
請

４
月
25
日

緊
急
事
態
措
置
適
用

府
全
域
の
飲
食
店
等
に
対
し
て
、
休
業
要
請
又
は

営
業
時
間
短
縮
（20
時
ま
で
）要
請

そ
の
他
の
施
設
に
は
、
休
業
要
請
又
は
時
短
協
力
依
頼

等

３
月
20
日

見
張
り
番
指
標
が
感
染
拡
大
兆
候
を
探
知

３
月
22
日

首
都
圏
と
の
往
来
自
粛
の
呼
び
か
け

7

（人）

６
月
１
日

緊
急
事
態
措
置
延
長
（～
６
月
20
日
）

府
全
域
の
飲
食
店
等
に
対
し
て
、
休
業
要
請
又
は

営
業
時
間
短
縮
（20
時
ま
で
）要
請

そ
の
他
の
施
設
に
は
、
平
日
は
時
短
要
請
・土
日
は

休
業
要
請
又
は
時
短
協
力
依
頼
等

判明日
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感染経路確認 感染経路不明

第五波 陽性者数の推移

8
月
2
日

緊
急
事
態
措
置
適
用
（～
９
月
30
日
）

不
要
不
急
の
外
出
自
粛
要
請
、
飲
食
店
・一
部
施
設
へ

の
休
業
要
請
等

8
月
20
日

適
切
な
入
場
整
理
等
の
再
要
請

（百
貨
店
地
下

食
品
売
り
場
は
通
常
営
業
時
の
半
数
程
度
の
入
場

者
を
目
安
）

９
月
13
日

府
立
学
校
へ
の
部
活
動
原
則
休
止

（市
町
村
立
学
校

・私
立
学
校
等
へ
は
休
止
を
要
請
）

10
月
１
日

緊
急
事
態
宣
言
解
除
・黄
信
号
点
灯

ゴ
ー
ル
ド
ス
テ
ッ
カ
ー
認
証
店
舗
で
は
21
時
ま
で
の

時
短
要
請
（酒
類
提
供
は
11
時
か
ら
20
時
半
ま
で
）

ゴ
ー
ル
ド
ス
テ
ッ
カ
ー
未
認
証
店
舗
で
は
20
時
ま
で

の
時
短
要
請
（酒
類
提
供
は
自
粛
）

い
ず
れ
の
店
舗
で
も
、
同
一
グ
ル
ー
プ
・テ
ー
ブ
ル
は

４
人
以
下
か
つ
カ
ラ
オ
ケ
設
備
の
利
用
自
粛
要
請
等

10
月
25
日

緑
信
号
点
灯

会
食
を
行
う
際
の
４
ル
ー
ル
の
徹
底

（同
一
テ
ー
ブ
ル
４
人
以
内
・２
時
間
程
度
以
内
で
の

飲
食
・ゴ
ー
ル
ド
ス
テ
ッ
カ
ー
認
証
店
舗
利
用
・マ
ス
ク

会
食
）等

11
月
８
日

水
際
措
置
の
見
直
し
（ワ
ク
チ
ン
接
種
者
自
宅
待
機

10
日
を
３
日
＋
行
動
管
理
７
日
に
変
更
、
外
国
人

の
新
規
入
国
制
限
見
直
し
）

11
月
26
日

南
ア
フ
リ
カ
等
６
か
国
（27
日
に
10
か
国
に
拡
大
）

か
ら
の
帰
国
者
に
10
日
間
待
機
を
要
請

７
月
８
日

見
張
り
番
指
標
が
感
染
拡
大
の
兆
候
を
探
知

◆ 感染力が高いとされるデルタ株の影響により、急速に感染が拡大し、過去最多の3,004名/日を記録。
デルタ株による影響で、大型商業施設のような、感染防止対策を講じている場所において、３密のいずれかに該当するケー
スでの感染が確認され、10代未満の感染者も増加。
クラスターでは、児童施設関連、大学・学校関連、企業事業所関連の割合が大きく増加。

11
月
30
日

全
世
界
対
象
に
外
国
人
新
規
入
国
を
停
止

8

（人）

６
月
21
日

緊
急
事
態
措
置
解
除
・ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
適
用

飲
食
店
へ
の
時
短
要
請
（措
置
区
域
（33
市
：20
時
ま
で
、

区
域
外
：21
時
ま
で
）

認
証
店
舗
等
で
、
同
一
グ
ル
ー
プ
の
入
店
２
人
以
内
の

場
合
は
提
供
可
能(

11
時
～
19
時

※

区
域
外
は
20
時
）

カ
ラ
オ
ケ
設
備
の
利
用
自
粛
等

判明日
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判明日

新規陽性者数

（人）

第六波 陽性者数の推移

9

１
月
８
日

黄
信
号
点
灯

１
月
６
日

見
張
り
番
指
標
が
感
染
拡
大
の
兆
候
を
探
知

◆ デルタ株よりも感染力が高いとされるオミクロン株の影響により、これまでに類を見ない速度で感染が急拡大し、１日１万
人を超える大規模感染が約１か月にわたり継続。濃厚接触者も大規模に発生し、社会機能維持に大きな影響を及ぼした。
10代以下にも感染が拡大。医療機関や高齢者施設クラスターが多数発生し、高齢者にも感染が拡大した。

１
月
24
日

赤
信
号
点
灯

２
月
８
日

医
療
非
常
事
態
宣
言

４
月
４
日

見
張
り
番
指
標
が
感
染
拡
大
の
兆
候
を
探
知

５
月
10
日

見
張
り
番
指
標
が
感
染
拡
大
の
兆
候
を
探
知

４
月
25
日

黄
信
号
点
灯

府
民
等
へ
の
要
請
（～
5
月
22
日
）

G
S

認
証
店
舗
：同
一
テ
ー
ブ
ル
４
人
以
内
・２
時
間

程
度
以
内
（た
だ
し
、
対
象
者
全
員
検
査
で
陰
性
確

認
時
は
同
一
テ
ー
ブ
ル
５
人
以
上
も
可
）

そ
の
他
の
店
舗

同
一
グ
ル
ー
プ
・同
一
テ
ー
ブ
ル

４
人
・２
時
間
程
度
以
内

高
齢
者
施
設
（※

面
会
は
「自
粛
」か
ら
「感
染
防
止

対
策
の
徹
底
」に
変
更
）・高
齢
者
対
策
の
継
続
、

会
食
を
行
う
際
の
４
ル
ー
ル
遵
守

等

５
月
23
日

緑
信
号
点
灯

府
民
等
へ
の
要
請
（～
7
月
11
日
）

G
S

非
認
証
店
舗
：同
一
グ
ル
ー
プ
・同
一
テ
ー
ブ
ル

４
人
・２
時
間
程
度
以
内

高
齢
者
施
設
・高
齢
者
対
策
の
継
続
、
感
染
防
止
対

策
の
徹
底
等

３
月
22
日

ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
解
除

年
度
替
わ
り
の
集
中
警
戒
期
間
（～
４
月
24
日
）

G
S

認
証
店
舗
：同
一
テ
ー
ブ
ル
４
人
・2
時
間
以
内

（た
だ
し
、
対
象
者
全
員
検
査
で
陰
性
確
認
時
は

同
一
テ
ー
ブ
ル
５
人
以
上
も
可
）

そ
の
他
の
店
舗
：同
一
グ
ル
ー
プ
・同
一
テ
ー
ブ
ル

４
人
・２
時
間
程
度
以
内

高
齢
者
施
設
・高
齢
者
対
策
の
継
続
、
会
食
を
行
う

際
の
４
ル
ー
ル
遵
守
等

１
月
27
日

ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
適
用
（～
３
月
21
日
）

G
S

認
証
店
舗
：時
短
要
請
（21
時
ま
で
）・酒
類

提
供
（20
時
半
ま
で
）

ま
た
は
時
短
要
請
（20
時
ま
で
）・酒
類
提
供
自
粛

同
一
テ
ー
ブ
ル
４
人
以
内
（た
だ
し
、
対
象
者
全
員
検

査
で
陰
性
確
認
時
は
同
一
テ
ー
ブ
ル
５
人
以
上
も
可
）

2
時
間
程
度
以
内

等

そ
の
他
店
舗
：時
短
要
請
（20
時
ま
で
）・酒
類
提
供
自

粛

同
一
グ
ル
ー
プ
・同
一
テ
ー
ブ
ル
４
人
以
内

2
時
間
程
度
以
内
等

２
月
21
日

オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
特
性
を
踏
ま
え
た
感
染
防
止
対
策

（高
齢
者
施
設
・高
齢
者
対
策
）の
追
加
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判明日

新規陽性者数

（人）

第七波 陽性者数の推移
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７
月
11
日

黄
信
号
点
灯

府
民
等
へ
の
協
力
要
請
（７
月
12
日
～
）

・高
齢
者
・高
齢
者
と
日
常
的
に
接
す
る
方
は
、
感
染

リ
ス
ク
が
高
い
場
所
へ
の
外
出
・移
動
を
控
え
る

・高
齢
者
施
設
で
の
面
会
は
原
則
自
粛
等

◆ オミクロン株BA.5系統への置き換わりに伴い、１日当たり新規陽性者数２万人を超過する状態が１か月にわたり続いた。
８月下旬から陽性者数が減少に転じた。

６
月
25
日

見
張
り
番
指
標
が
感
染
拡
大
の
兆
候
を
探
知

７
月
27
日

赤
信
号
点
灯
・医
療
非
常
事
態
宣
言

府
民
等
へ
の
協
力
要
請
（７
月
28
日
～
）

・高
齢
者
は
、
不
要
不
急
の
外
出
を
控
え
る

・高
齢
者
と
日
常
的
に
接
す
る
方
は
、
感
染
リ
ス
ク

が
高
い
行
動
を
控
え
る
等

８
月
28
日

府
民
等
へ
の
協
力
要
請

・高
齢
者
・高
齢
者
と
日
常
的
に
接
す
る
方
は
、

感
染
リ
ス
ク
が
高
い
場
所
へ
の
外
出
・移
動
を

控
え
る
等

９
月
14
日

黄
信
号
点
灯
・医
療
非
常
事
態
宣
言
解
除

府
民
等
へ
の
協
力
要
請
（９
月
15
日
～
）

・高
齢
者
・高
齢
者
と
日
常
的
に
接
す
る
方
は
、
感
染

リ
ス
ク
が
高
い
場
所
へ
の
外
出
・移
動
を
控
え
る

・高
齢
者
施
設
で
の
面
会
時
は
、
感
染
防
止
対
策
の

徹
底
等

９
月
26
日

全
数
届
出
見
直
し
（全
国
一
律
）
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医療機関より報告された患者数

自己検査で陽性判明し、陽性者登録センターに登録された数

（人）

判明日

第八波 陽性者数の推移
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◆ 年末年始にかけ、新規陽性者数が1日1万人以上と感染が拡大。その後、１月上旬に陽性者数が減少に転じた。

９
月
26
日

全
数
届
出
見
直
し
（全
国
一
律
）

５
月
８
日

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
感
染
症
法
上
の
位
置
づ

け
変
更
（全
国
一
律
）

水
際
措
置
終
了

10
月
11
日

緑
信
号
点
灯

府
民
等
へ
の
協
力
要
請
（10
月
12
日
～
）

・早
期
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
（５
～
11
歳
の
子
ど
も
を
含
む
）

の
検
討
（法
に
基
づ
か
な
い
働
き
か
け
）

・高
齢
者
等
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
検
討

等

水
際
措
置
の
緩
和

11
月
8
日

黄
信
号
点
灯

府
民
等
へ
の
協
力
要
請
（11
月
9
日
～
）

・早
期
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
検
討

・高
齢
者
及
び
同
居
家
族
等
日
常
的
に
接
す
る
方
は
、
感

染
リ
ス
ク
が
高
い
場
所
へ
の
外
出
・移
動
を
控
え
る
こ
と

等

12
月
26
日

赤
信
号
点
灯

府
民
等
へ
の
協
力
要
請
継
続
（12
月
27
日
～
）

１
月
31
日

黄
信
号
点
灯

府
民
等
へ
の
協
力
要
請
継
続
（２
月
１
日
～
）

２
月
24
日

緑
信
号
点
灯

府
民
等
へ
の
協
力
要
請
継
続
（３
月
13
日
～
）

・マ
ス
ク
着
用
の
考
え
方
の
見
直
し
を
受
け
た
変
更

３
月
１
日

水
際
措
置
緩
和
（以
降
、
4
月
5
日
、
29
日
に
緩
和
）

12
月
30
日

水
際
措
置
一
部
強
化
（以
降
、
1
月
8
日
、
12
日
に
強
化
）
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推定感染日別陽性者数 推定感染日別陽性者数（発症日不明） 滞在人口（なんば駅 21時）
※調査中、無症状者を除く

第１回緊急事態措置
（R2.4/7～5/21）

第２回緊急事態措置
（R3.1/14～2/28）

第4回緊急事態措置
（R3.8/2～9/30）

陽
性
者
数

人
流

第１回まん延防止等重点措置
（R3.4/5～４/24）

第２回まん延防止等重点措置
（R3.6/21～8/1）

（人） （人）

第３回まん延防止等重点措置
（R4.1/27～3/21）

※推定感染日（第六波以降）：発症日から３日前と仮定、有症状で発症日が確認できなかった事例について、陽性判明日から７日遡って算出
オミクロン株感染例の潜伏期間解析結果に基づく（R4.1.13国立感染症研究所「SARS-CoV-2の変異株B.1.1.529系統（オミクロン株）について（第６報）」より）

※推定感染日（第四波・第五波）：発症日から６日前と仮定、有症状で発症日が確認できなかった事例について、陽性判明日から13日遡って算出
潜伏期間は1-14日間(一般的には約5-6日)とされていることから、６日前と仮定（「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(R2.5.25変更)」より）

※全数届出見直しに伴い、全患者の個別情報は把握していないため、第八波は記載していない。

※人流は、駅中心半径500mエリアの各時間ごと滞在人口をカウント【出典：株式会社Agoop】

12

推定感染日別陽性者数と人流（夜間）（第七波まで）

第一波
(R2.1.29～6.13）

第二波
(R2.6.14～10.9）

第三波
(R2.10.10～R3.2.28）

第四波
(R3.3.1～6.20）

第五波
(R3.6.21～12.16）

第六波
(R3.12.17～R4.6.24)

第七波
(R4.6.25～9.26)

第3回緊急事態措置
（R3.4/25～6/20）


